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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の樹脂絶縁層及び複数の導体層を交互に積層した多層化した積層構造体を有し、前
記積層構造体の第１主面側には、接続対象がＩＣチップである複数のＩＣチップ接続端子
が配置され、前記積層構造体の第２主面側には、接続対象が母基板である複数の母基板接
続端子が配置され、前記複数の導体層は、前記複数の樹脂絶縁層に形成され、いずれも前
記第２主面側から前記第１主面側に向かうに従って拡径した形状、または、いずれも前記
第１主面側から前記第２主面側に向かうに従って拡径した形状を有するビア導体により接
続されている多層配線基板であって、
　前記複数の樹脂絶縁層は、樹脂絶縁材料を主体としたビルドアップ材によって形成され
た第１の樹脂絶縁層と、前記第１の樹脂絶縁層よりも多量の無機材料を含有しかつ前記第
１の樹脂絶縁層よりも熱膨張係数が小さいビルドアップ材によって形成された第２の樹脂
絶縁層とを含み、
　前記第２の樹脂絶縁層は、無機フィラー及び無機繊維クロスの少なくとも一方を前記無
機材料として含有しており、
　前記第１主面側の最外層の樹脂絶縁層及び前記第２主面側の最外層の樹脂絶縁層の少な
くとも一方は、前記第１の樹脂絶縁層であり、
　前記積層構造体の厚さ方向における中央に、複数の前記第２の樹脂絶縁層からなる積層
体が配置され、前記積層体の前記第１主面側に、前記第１の樹脂絶縁層を介して前記第２
の樹脂絶縁層がさらに積層され、
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　前記積層構造体を厚さ方向に切断した切断面において、前記第１主面との距離及び前記
第２主面との距離が互いに等しくなる箇所に設定された仮想線と前記第２主面に属する線
分との間の領域に占める前記第２の樹脂絶縁層の厚さの比率が、前記仮想線と前記第１主
面に属する線分との間の領域に占める前記第２の樹脂絶縁層の厚さの比率よりも大きくな
っており、
　前記積層構造体には、前記第２主面側が凸となる反りが生じており、
　前記第１主面側に、前記複数のＩＣチップ接続端子を露出させるとともに、平面視で全
体として枠状をなす補強材が接合される
ことを特徴とする多層配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の樹脂絶縁層及び複数の導体層を交互に積層して多層化した積層構造体
を有する一方で、両面にビルドアップ層を順次形成していくいわゆるコア基板を製品とし
て有しない多層配線基板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータのマイクロプロセッサ等として使用されるＩＣチップは、近年ますます高
速化、高機能化しており、これに付随して端子数が増え、端子間ピッチも狭くなる傾向に
ある。一般的にＩＣチップの底面には多数の端子が密集してアレイ状に配置されており、
このような端子群はマザーボード側の端子群に対してフリップチップの形態で接続される
。ただし、ＩＣチップ側の端子群とマザーボード側の端子群とでは端子間ピッチに大きな
差があることから、ＩＣチップをマザーボード上に直接的に接続することは困難である。
そのため、通常はＩＣチップをＩＣチップ搭載用配線基板上に搭載してなる半導体パッケ
ージを作製し、その半導体パッケージをマザーボード（母基板）上に搭載するという手法
が採用される。
【０００３】
　この種のパッケージを構成するＩＣチップ搭載用配線基板としては、コア基板の表面及
び裏面にビルドアップ層を形成した多層配線基板が実用化されている。この多層配線基板
においては、コア基板として、例えば、補強繊維に樹脂を含浸させた樹脂基板（ガラスエ
ポキシ基板など）が用いられている。そして、コア基板の剛性を利用して、コア基板の表
面及び裏面に樹脂絶縁層と導体層とを交互に積層することにより、ビルドアップ層が形成
される。つまり、多層配線基板において、コア基板は、補強の役割を果たしており、ビル
ドアップ層と比べて非常に厚く形成されている。また、コア基板には、表面及び裏面に形
成されたビルドアップ層間の導通を図るための配線（具体的には、スルーホール導体など
）が貫通形成されている。
【０００４】
　ところで近年では、ＩＣチップの高速化に伴い、使用される信号周波数が高周波帯域と
なってきている。この場合、コア基板を貫通する配線が大きなインダクタンスとして寄与
し、高周波信号の伝送ロスや回路誤動作の発生につながり、高速化の妨げとなってしまう
。この問題を解決するために、多層配線基板を、コア基板を含まないコアレス配線基板と
することが提案されている。コアレス配線基板は、比較的厚いコア基板を省略することに
より全体の配線長を短くしたものであるため、高周波信号の伝送ロスが低減され、ＩＣチ
ップを高速で動作させることが可能となる。
【０００５】
　ところが、ＩＣチップは、熱膨張係数が２．０ｐｐｍ／℃～５．０ｐｐｍ／℃程度の半
導体材料（例えばシリコン等）を用いて形成されている。一方、多層配線基板は、全体の
熱膨張係数が３０ｐｐｍ／℃程度の樹脂材料等を用いて形成されているため、ＩＣチップ
よりも熱膨張係数が大きくなっている。その結果、ＩＣチップと多層配線基板との接続に
用いたはんだが冷却される際に、ＩＣチップの材料と多層配線基板の材料との熱膨張係数
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差に起因する熱応力の影響を受けて、接続部分にクラックが起こり、オープン不良などが
生じやすくなるという問題がある。つまり、上記のような多層配線基板を構成した場合、
高い歩留まりや信頼性を実現できないという問題が生じる。
【０００６】
　そこで、多層配線基板とＩＣチップとの間に、インターポーザを介在させる技術が提案
されている（例えば特許文献１参照）。このようにすれば、多層配線基板とＩＣチップと
の熱膨張係数差が小さくなり、多層配線基板とＩＣチップとの接続部分にクラックが生じ
にくくなるため、歩留まりが高くなり、信頼性が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－１１８１５５号公報（図１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、多層配線基板の上面側は、一部のみがＩＣチップとの接続面となってい
る一方、多層配線基板の裏面側は、全体がマザーボードとの接続面になっている。このた
め、多層配線基板とＩＣチップとの接続部分にかかる熱応力よりも、多層配線基板とマザ
ーボードとの接続部分にかかる熱応力のほうが大きくなる。しかも、多層配線基板とＩＣ
チップとの間には、アンダーフィル材が充填されていたり、上記のようなインターポーザ
が介在していたりするため、多層配線基板とＩＣチップとの接続部分にかかる熱応力は、
アンダーフィル材やインターポーザによって緩和されるようになる。以上のことから、多
層配線基板とＩＣチップとの接続部分よりも、多層配線基板とマザーボードとの接続部分
のほうが、熱膨張係数差に起因する熱応力の影響が大きくなる。
【０００９】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ＩＣチップや母基板と
の接続部分におけるクラックの発生を防止することにより、信頼性を向上させることがで
きる多層配線基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そして上記課題を解決するための手段（手段１）としては、複数の樹脂絶縁層及び複数
の導体層を交互に積層した多層化した積層構造体を有し、前記積層構造体の第１主面側に
は、接続対象がＩＣチップである複数のＩＣチップ接続端子が配置され、前記積層構造体
の第２主面側には、接続対象が母基板である複数の母基板接続端子が配置され、前記複数
の導体層は、前記複数の樹脂絶縁層に形成され、いずれも前記第２主面側から前記第１主
面側に向かうに従って拡径した形状、または、いずれも前記第１主面側から前記第２主面
側に向かうに従って拡径した形状を有するビア導体により接続されている多層配線基板で
あって、前記複数の樹脂絶縁層は、樹脂絶縁材料を主体としたビルドアップ材によって形
成された第１の樹脂絶縁層と、前記第１の樹脂絶縁層よりも多量の無機材料を含有しかつ
前記第１の樹脂絶縁層よりも熱膨張係数が小さいビルドアップ材によって形成された第２
の樹脂絶縁層とを含み、前記第２の樹脂絶縁層は、無機フィラー及び無機繊維クロスの少
なくとも一方を前記無機材料として含有しており、前記第１主面側の最外層の樹脂絶縁層
及び前記第２主面側の最外層の樹脂絶縁層の少なくとも一方は、前記第１の樹脂絶縁層で
あり、前記積層構造体の厚さ方向における中央に、複数の前記第２の樹脂絶縁層からなる
積層体が配置され、前記積層体の前記第１主面側に、前記第１の樹脂絶縁層を介して前記
第２の樹脂絶縁層がさらに積層され、前記積層構造体を厚さ方向に切断した切断面におい
て、前記第１主面との距離及び前記第２主面との距離が互いに等しくなる箇所に設定され
た仮想線と前記第２主面に属する線分との間の領域に占める前記第２の樹脂絶縁層の厚さ
の比率が、前記仮想線と前記第１主面に属する線分との間の領域に占める前記第２の樹脂
絶縁層の厚さの比率よりも大きくなっており、前記積層構造体には、前記第２主面側が凸
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となる反りが生じており、前記第１主面側に、前記複数のＩＣチップ接続端子を露出させ
るとともに、平面視で全体として枠状をなす補強材が接合されることを特徴とする多層配
線基板がある。
【００１１】
　また、上記課題を解決するための別の手段（手段２）としては、複数の樹脂絶縁層及び
複数の導体層を交互に積層して多層化した積層構造体を有し、前記積層構造体の第１主面
側には、接続対象がＩＣチップである複数のＩＣチップ接続端子が配置され、前記積層構
造体の第２主面側には、接続対象が母基板である複数の母基板接続端子が配置され、前記
複数の導体層は、前記複数の樹脂絶縁層に形成され、前記第１主面側または前記第２主面
側に向かうに従って拡径したビア導体により接続されている多層配線基板であって、前記
複数の樹脂絶縁層は、樹脂絶縁材料を主体としたビルドアップ材によって形成された第１
の樹脂絶縁層と、前記第１の樹脂絶縁層よりも多量の無機材料を含有しかつ前記第１の樹
脂絶縁層よりも熱膨張係数が小さいビルドアップ材によって形成された第２の樹脂絶縁層
とを含み、前記積層構造体を厚さ方向に切断した切断面において、前記第１主面との距離
及び前記第２主面との距離が互いに等しくなる箇所に設定された仮想線と前記第２主面に
属する線分との間の領域に前記第２の樹脂絶縁層を配置する一方、前記仮想線と前記第１
主面に属する線分との間の領域に前記第２の樹脂絶縁層を配置せず、前記積層構造体には
、前記第２主面側が凸となる反りが生じていることを特徴とする多層配線基板がある。
【００１２】
　従って、上記手段１，２に記載の発明によると、積層構造体が、第１の樹脂絶縁層と、
第１の樹脂絶縁層よりも熱膨張係数が小さいビルドアップ材によって形成された第２の樹
脂絶縁層とによって構成されている。よって、樹脂絶縁層の全てが第１の樹脂絶縁層であ
る場合と比較して、積層構造体の熱膨張係数が小さくなる。これに伴い、積層構造体の熱
膨張係数がＩＣチップ及び母基板の熱膨張係数よりも大きい場合には、樹脂絶縁層の全て
が第１の樹脂絶縁層である場合と比較して、積層構造体とＩＣチップとの熱膨張係数差や
、積層構造体と母基板との熱膨張係数差が小さくなる。その結果、熱膨張係数差に起因す
る熱応力の影響が軽減されるため、積層構造体とＩＣチップとの接続部分や、積層構造体
と母基板との接続部分におけるクラックの発生を防止することができる。
【００１３】
　さらに、手段１に記載の発明によれば、上記の仮想線と第２主面に属する線分との間の
領域に占める第２の樹脂絶縁層の厚さの比率が、仮想線と第１主面に属する線分との間の
領域に占める第２の樹脂絶縁層の厚さの比率よりも大きくなっている。また、手段２に記
載の発明によれば、仮想線と第２主面に属する線分との間の領域に第２の樹脂絶縁層が配
置される一方、仮想線と第１主面に属する線分との間の領域には第２の樹脂絶縁層は配置
されていない。その結果、手段１，２に記載の発明の両方において、積層構造体の第２主
面側の熱膨張係数が積層構造体の第１主面側の熱膨張係数よりも小さくなるため、積層構
造体の熱膨張係数が母基板の熱膨張係数よりも大きい場合には、積層構造体の第２主面側
の熱膨張係数を、母基板の熱膨張係数に近付けることができる。よって、積層構造体と母
基板との熱膨張係数差がよりいっそう小さくなるため、熱膨張係数差に起因する熱応力の
影響がより一層軽減される。その結果、一般的に母基板との接続面積が大きく、アンダー
フィル材などが存在しないためにクラックが発生しやすい部分（積層構造体と母基板との
接続部分）において、クラックの発生を確実に防止することができる。ゆえに、歩留まり
が高くなり、多層配線基板の信頼性が向上する。
【００１４】
　しかも、手段１，２に記載の発明では、敢えて第２主面側が凸となる反りが生じている
積層構造体を作製している。このため、積層構造体の熱膨張係数がＩＣチップの熱膨張係
数よりも大きい場合には、積層構造体側のＩＣチップ接続端子にＩＣチップを接続した際
に、ＩＣチップの材料と積層構造体の材料との熱膨張係数差に起因する熱応力の影響を受
けて、積層構造体が第１主面側に反るようになる。その結果、積層構造体の第２主面側が
凸となる反りが矯正される。よって、ＩＣチップ接続後に反りのない多層配線基板を作製
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することができる。
【００１５】
　ここで、「ＩＣチップ」とは、主としてコンピュータのマイクロプロセッサ等として使
用される素子をいう。また、「熱膨張係数」とは、厚さ方向（Ｚ方向）に対して垂直な方
向（ＸＹ方向）の熱膨張係数のことを意味し、０℃～１００℃間のＴＭＡ（熱機械分析装
置）にて測定した値のことをいう（以下、同じ）。「ＴＭＡ」とは、熱機械的分析をいい
、例えばＪＰＣＡ－ＢＵ０１に規定されるものをいう。
【００１６】
　第１の樹脂絶縁層を形成するビルドアップ材の好適例としては、エポキシ樹脂、フェノ
ール樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂などの熱硬化性樹脂、ポリカ
ーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリプロピレン樹脂などの熱可塑
性樹脂等が挙げられる。
【００１７】
　一方、第２の樹脂絶縁層は、第１の樹脂絶縁層よりも熱膨張係数が小さいビルドアップ
材によって形成される。第２の樹脂絶縁層を形成するビルドアップ材の好適例としては、
エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂などの
熱硬化性樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリプロピ
レン樹脂などの熱可塑性樹脂等が挙げられる。
【００１８】
　また、第２の樹脂絶縁層を形成するビルドアップ材は、第１の樹脂絶縁層よりも多量の
無機材料を含有する。ここで、無機材料の好適例としては、セラミック材料、金属材料、
ガラス材料などを挙げることができる。セラミック材料としては、例えばアルミナ、ガラ
スセラミック、結晶化ガラス等の低温焼成材料、窒化アルミニウム、炭化珪素、窒化珪素
などがある。また、金属材料としては、鉄、金、銀、銅、銅合金、鉄ニッケル合金、珪素
、ガリウム砒素などがある。なお、無機材料が金属材料であれば、静電気やノイズ源から
の電磁波を樹脂絶縁層によって遮蔽することができる。また、第２の樹脂絶縁層は、無機
フィラー及び無機繊維クロスの少なくとも一方を無機材料として含有していることが好ま
しい。無機材料が無機繊維クロスであれば、樹脂絶縁層自体、ひいては積層構造体により
高い剛性を付与することができる。また、無機材料が無機フィラーであれば、第２の樹脂
絶縁層や第１の樹脂絶縁層が無機材料を含有していたとしても、樹脂絶縁層の加工が容易
になる。ここで、無機フィラーとしては、セラミックフィラー、金属フィラー、ガラスフ
ィラー等が挙げられる。また、無機繊維クロスとしては、ガラスクロス（ガラス織布やガ
ラス不織布）、金属繊維、紙等が挙げられる。
【００１９】
　なお、第１の樹脂絶縁層の厚さ及び第２の樹脂絶縁層の厚さは、互いに異なっていても
よいし、互いに等しくてもよい。第１の樹脂絶縁層の厚さと第２の樹脂絶縁層の厚さとが
互いに異なっていれば、含有される無機材料の量などに応じて樹脂絶縁層の強度を調節し
やすくなる。一方、第１の樹脂絶縁層の厚さと第２の樹脂絶縁層の厚さとが互いに等しけ
れば、第１の樹脂絶縁層及び第２の樹脂絶縁層の両方に対して、同じ加工条件でビア導体
を形成することができる。
【００２０】
　また、第１主面側の最外層の樹脂絶縁層及び第２主面側の最外層の樹脂絶縁層の少なく
とも一方は、第１の樹脂絶縁層であることが好ましい。即ち、第２の樹脂絶縁層は、最外
層の樹脂絶縁層よりも内層にある樹脂絶縁層であることが好ましい。仮に、最外層の樹脂
絶縁層が第２の樹脂絶縁層であると、第２の樹脂絶縁層に無機繊維クロスが含有される場
合に第１主面や第２主面に繊維が露出する可能性があるため、第１主面上に平坦なＩＣチ
ップ接続端子を形成したり第２主面上に平坦な母基板接続端子を形成したりする場合には
好ましくない。また、最外層の樹脂絶縁層にビア導体用のビア穴を形成する場合、樹脂絶
縁層に含有される無機繊維クロスを貫通させるためには、レーザーの出力を高めに設定す
る必要があるため、好ましい断面形状のビア穴を形成するのに不利である。しかも、ビア



(6) JP 5079059 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

穴の内周面には繊維が露出するため、ビア穴内にビア導体を形成したとしても、ビア穴内
にビア導体の材料を完全に充填できない可能性がある。この場合、複数の導体層をビア導
体によって導通させることが困難になるため、多層配線基板の信頼性が低下してしまう。
【００２１】
　導体層、ＩＣチップ接続端子及び母基板接続端子は主として銅からなり、サブトラクテ
ィブ法、セミアディティブ法、フルアディティブ法などといった公知の手法によって形成
される。
【００２２】
　なお、複数の樹脂絶縁層に形成されたビア導体は、いずれも第２主面側から第１主面側
に向かうに従って拡径した形状を有していてもよい。また逆に、複数の樹脂絶縁層に形成
されたビア導体は、いずれも第１主面側から第２主面側に向かうに従って拡径した形状を
有していてもよい。このようにすると、コア基板を有さないコアレス配線基板を比較的容
易に製造することができる。
【００２３】
　また、第１主面側に、複数のＩＣチップ接続端子を露出させるとともに、平面視で全体
として枠状をなす補強材が接合されていてもよい。このようにした場合、補強材によって
積層構造体の反りが抑えられ、積層構造体とＩＣチップとの接合部分にクラックが生じに
くくなるため、歩留まりが高くなり、信頼性が向上する。
【００２４】
　補強材は、積層構造体を構成する樹脂材料よりも高剛性であることが好ましく、例えば
積層構造体を構成する樹脂材料よりもヤング率が高いことが好ましい。その理由は、補強
材自体に高い剛性が付与されていれば、それを接合することで積層構造体に高い剛性を付
与することができ、外部から加わる応力に対していっそう強くなるからである。また、高
い剛性を有する補強材であれば、補強材を薄くしても積層構造体に十分高い剛性を付与す
ることができるため、積層構造体全体の薄肉化を阻害しないからである。
【００２５】
　補強材の好適例としては、樹脂材料や金属材料などを挙げることができる。金属材料と
しては、銅、鉄、アルミニウム、ステンレスなどがある。また、補強材は積層構造体の第
１主面側に接合されるが、接合の手法は特に限定されることはなく、補強材を形成してい
る材料の性質、形状等にあった周知の手法を採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本実施形態における多層配線基板の概略構成を示す断面図。
【図２】多層配線基板を示す要部断面図。
【図３】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図４】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図５】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図６】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図７】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図８】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図９】多層配線基板の製造方法を示す説明図。
【図１０】他の実施形態における配線積層部を示す概略断面図。
【図１１】他の実施形態における配線積層部を示す概略断面図。
【図１２】他の実施形態における配線積層部を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を多層配線基板に具体化した一実施形態を図面に基づき詳細に説明する。
【００２８】
　図１，図２に示されるように、多層配線基板１０は、コア基板を含まずに形成されたコ
アレス配線基板であって、第１主面３１（図１では上面）及び第２主面３２（図１では下
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面）を有する配線積層部３０（積層構造体）を備えている。本実施形態の配線積層部３０
は、縦５０．０ｍｍ×横５０．０ｍｍ×厚さ０．２８ｍｍの平面視略矩形状である。
【００２９】
　また、配線積層部３０は、７層の樹脂絶縁層２１，２２，２３，２４，２５，２６，２
７と銅からなる６層の導体層２８とを交互に積層して多層化した構造を有している。各樹
脂絶縁層２１～２７は、光硬化性を付与していない樹脂絶縁材料、具体的には熱硬化性エ
ポキシ樹脂の硬化物を主体としたビルドアップ材を用いて形成されている。また、各樹脂
絶縁層２１～２７のうち、第１層，第５層，第７層の樹脂絶縁層２１，２５，２７が第１
の樹脂絶縁層となり、第２層，第３層，第４層，第６層の樹脂絶縁層２２，２３，２４，
２６が第２の樹脂絶縁層となっている。よって、第１主面３１側の最外層の樹脂絶縁層は
第１の樹脂絶縁層（第１の樹脂絶縁層２７）であり、第２主面３２側の最外層の樹脂絶縁
層も第１の樹脂絶縁層（第１の樹脂絶縁層２１）である。また、第１の樹脂絶縁層２１，
２５，２７及び第２の樹脂絶縁層２２，２３，２６は、第２の樹脂絶縁層２４を挟んで非
対称の態様で配置されている。さらに、第２の樹脂絶縁層２４の第１主面３１側の領域Ａ
１に配置されている樹脂絶縁層（第２の樹脂絶縁層２６）よりも、第２の樹脂絶縁層２４
の第２主面３２側の領域Ａ２に配置されている樹脂絶縁層（第２の樹脂絶縁層２２，２３
）の方が多くなっている。即ち、第２の樹脂絶縁層２４は、配線積層部３０の厚さ方向に
おける中央に位置する基準樹脂絶縁層である。なお、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７
及び第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６の厚さは、２５μｍ以上４５μｍ以下であること
が好ましく、本実施形態ではそれぞれ４０μｍに設定されている。よって、第１の樹脂絶
縁層２１，２５，２７の厚さ及び第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６の厚さは互いに等し
くなっている。
【００３０】
　なお本実施形態では、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６が無機材料（無機フィラー）
としてガラスフィラー２９（図２参照）を含有する一方、第１の樹脂絶縁層２１，２５，
２７はガラスフィラー２９を含有していない。即ち、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６
は、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７よりも多量のガラスフィラー２９を含有している
。さらに、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６は、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７よ
りも熱膨張係数が小さいビルドアップ材によって形成されている。具体的に言うと、第１
の樹脂絶縁層２１，２５，２７を形成するビルドアップ材の硬化後の熱膨張係数は４０ｐ
ｐｍ／℃であり、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６を形成するビルドアップ材の硬化後
の熱膨張係数は２０ｐｐｍ／℃である。また、ガラスフィラー２９の熱膨張係数は３ｐｐ
ｍ／℃であり、導体層２８の熱膨張係数は１７ｐｐｍ／℃である。そして、配線積層部３
０全体の熱膨張係数は２２ｐｐｍ／℃となる。なお、熱膨張係数は、０℃～ガラス転移温
度（Ｔｇ）間の測定値の平均値をいう。
【００３１】
　図２に示されるように、配線積層部３０を厚さ方向に切断した切断面において、仮想線
Ｌと線分Ｌ２との間の領域Ａ２に占める第２の樹脂絶縁層２２～２４の厚さの比率が、仮
想線Ｌと線分Ｌ１との間の領域Ａ１に占める第２の樹脂絶縁層２４，２６の厚さの比率よ
りも大きくなっている。なお、仮想線Ｌは、第１主面３１との距離及び第２主面３２との
距離が互いに等しくなる箇所に設定されている。換言すると、仮想線Ｌは、第２の樹脂絶
縁層２４の厚さ方向における中央位置に設定されている。また、線分Ｌ１は第１主面３１
に属する線分であり、線分Ｌ２は第２主面３２に属する線分である。なお本実施形態にお
いて、領域Ａ１の厚さは、樹脂絶縁層２５～２７の全体の厚さ（１２０μｍ（＝４０μｍ
×３））と第２の樹脂絶縁層２４の半分の厚さ（２０μｍ（＝４０μｍ／２））との合計
値（１４０μｍ）となっている。また、領域Ａ１に占める第２の樹脂絶縁層２４，２６の
厚さは、第２の樹脂絶縁層２６の全体の厚さ（４０μｍ）と第２の樹脂絶縁層２４の半分
の厚さ（２０μｍ）との合計値（６０μｍ）となっている。よって、領域Ａ１に占める第
２の樹脂絶縁層２４，２６の厚さの比率は、約４３％（＝（６０μｍ／１４０μｍ）×１
００）となる。一方、領域Ａ２の厚さは、樹脂絶縁層２１～２３の全体の厚さ（１２０μ
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ｍ（＝４０μｍ×３））と第２の樹脂絶縁層２４の半分の厚さ（２０μｍ）との合計値（
１４０μｍ）であり、領域Ａ１の厚さと等しくなっている。また、領域Ａ２に占める第２
の樹脂絶縁層２２～２４の厚さは、第２の樹脂絶縁層２２，２３の全体の厚さ（８０μｍ
（＝４０μｍ×２））と第２の樹脂絶縁層２４の半分の厚さ（２０μｍ）との合計値（１
００μｍ）となっている。よって、領域Ａ２に占める第２の樹脂絶縁層２２～２４の厚さ
の比率は、約７１％（＝（１００μｍ／１４０μｍ）×１００）となり、領域Ａ１に占め
る第２の樹脂絶縁層２４，２６の比率よりも大きくなる。ゆえに、配線積層部３０の第２
主面３２側（領域Ａ２）の熱膨張係数が１８ｐｐｍ／℃となり、配線積層部３０の第１主
面３１側（領域Ａ１）の熱膨張係数が２８ｐｐｍ／℃となるため、領域Ａ２の熱膨張係数
は領域Ａ１の熱膨張係数よりも小さくなる。
【００３２】
　図１，図２に示されるように、各樹脂絶縁層２１～２７には、それぞれビア穴３３及び
ビア導体３４が設けられている。各ビア穴３３は、円錐台形状をなし、各樹脂絶縁層２１
～２７に対してＹＡＧレーザーまたは炭酸ガスレーザーを用いた穴あけ加工を施すことで
形成される。各ビア導体３４は、いずれも同一方向に（図１では第２主面３２側から第１
主面３１側に向かうに従って）拡径した形状を有している。また、各ビア導体３４は、樹
脂絶縁層２１～２６に形成された各導体層２８、第１の樹脂絶縁層２７に形成されたＩＣ
チップ接続端子４１、及び、第１の樹脂絶縁層２１に形成された母基板接続端子４５を相
互に電気的に接続している。
【００３３】
　そして、配線積層部３０の第２主面３２上には、接続対象がマザーボード（母基板）で
あるＢＧＡ（ボールグリッドアレイ）用の複数の母基板接続端子４５がアレイ状に配置さ
れている。そして、各母基板接続端子４５の表面上には、マザーボード接続用の複数の第
２主面側はんだバンプ４６が配設されており、各第２主面側はんだバンプ４６により、配
線積層部３０は図示しないマザーボード上に実装される。なお、マザーボードの熱膨張係
数は、配線積層部３０の熱膨張係数（２２ｐｐｍ／℃）よりも小さい値となっており、具
体的には約１５ｐｐｍ／℃に設定されている。即ち本実施形態では、マザーボードと配線
積層部３０との熱膨張係数差が７．０ｐｐｍ／℃程度となっている。さらに、マザーボー
ドと配線積層部３０の領域Ａ２との熱膨張係数差は、３．０ｐｐｍ／℃程度となる。
【００３４】
　一方、図１，図２に示されるように、配線積層部３０の第１主面３１上には、接続対象
がＩＣチップ６１である複数のＩＣチップ接続端子４１が配置されている。各ＩＣチップ
接続端子４１は、基板中央部に設けられたチップ搭載領域４３においてアレイ状に配置さ
れている。さらに、ＩＣチップ接続端子４１の表面上には、複数の第１主面側はんだバン
プ４２が配設されている。各第１主面側はんだバンプ４２は、ＩＣチップ６１の面接続端
子６２に電気的に接続されている。なお、ＩＣチップ６１は、縦１５．０ｍｍ×横１５．
０ｍｍ×厚さ０．８ｍｍの矩形平板状であって、熱膨張係数が４．２ｐｐｍ／℃のシリコ
ンからなっている。即ち、ＩＣチップ６１の熱膨張係数は、配線積層部３０の熱膨張係数
（２２ｐｐｍ／℃）よりも小さい値となっており、ＩＣチップ６１と配線積層部３０との
熱膨張係数差が１７．８ｐｐｍ／℃となっている。
【００３５】
　さらに、配線積層部３０の第１主面３１側には、補強材であるスティフナ５１が接合さ
れている。スティフナ５１は、縦５０．０ｍｍ×横５０．０ｍｍ×厚さ１．０ｍｍの外形
寸法を有し、平面視で全体として矩形枠状をなしている。なお、スティフナ５１は、樹脂
材料（本実施形態ではエポキシ樹脂）中にガラスクロス５７（図２参照）を含有させた複
合材料によって形成されている。また、スティフナ５１は、配線積層部３０を構成する樹
脂材料（本実施形態ではエポキシ樹脂）よりも高剛性となっている。具体的に言うと、ス
ティフナ５１のヤング率は、配線積層部３０のヤング率（約８ＧＰａ）よりも大きい値と
なっており、約３０ＧＰａに設定されている。さらに、スティフナ５１の熱膨張係数は、
配線積層部３０の熱膨張係数（２２ｐｐｍ／℃）よりも小さい値となっており、具体的に
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は約１６ｐｐｍ／℃に設定されている。即ち本実施形態では、スティフナ５１と配線積層
部３０との熱膨張係数差が６．０ｐｐｍ／℃程度となっている。
【００３６】
　図１，図２に示されるように、スティフナ５１は、接触面５２と、接触面５２の反対側
に位置する非接触面５３とを有している。接触面５２は、第１主面３１の外周部（即ち、
第１主面３１においてチップ搭載領域４３を除く領域）に面接触可能となっている。また
、スティフナ５１には、接触面５２の中央部及び非接触面５３の中央部にて開口する平面
視で矩形状の開口部５５が貫通形成されている。開口部５５は、ＩＣチップ接続端子４１
及び第１主面側はんだバンプ４２を露出させるようになっている。具体的に言うと、開口
部５５は、縦２０ｍｍ×横２０ｍｍで、四隅に半径１．５ｍｍのアールを有する断面略正
方形状の孔である。
【００３７】
　そして、スティフナ５１の接触面５２は、第１主面３１の外周部に対して接着剤５０を
介して面接合される。なお、本実施形態の接着剤５０は、熱膨張係数が約２０ｐｐｍ／℃
となるエポキシ系接着剤である。そして、開口部５５には、エポキシ樹脂からなるアンダ
ーフィル材６３が充填形成されている。具体的に言うと、アンダーフィル材６３は、ＩＣ
チップ６１と配線積層部３０との隙間や、ＩＣチップ６１とスティフナ５１との隙間に充
填されている。本実施形態では、アンダーフィル材６３の熱膨張係数が約２５ｐｐｍ／℃
となっている。
【００３８】
　次に、多層配線基板１０の製造方法を説明する。
【００３９】
　まず、十分な強度を有する支持基板（ガラスエポキシ基板など）を準備し、その支持基
板上に、樹脂絶縁層２１～２７及び導体層２８をビルドアップして配線積層部３０を形成
する。
【００４０】
　詳述すると、図３に示されるように、支持基板７０上に、エポキシ樹脂からなるシート
状の絶縁樹脂基材を貼り付けて下地樹脂絶縁層７１を形成することにより、支持基板７０
及び下地樹脂絶縁層７１からなる基材７２を得る。そして図４に示されるように、基材７
２の下地樹脂絶縁層７１の上面に積層金属シート体７４を配置する。ここで、下地樹脂絶
縁層７１上に積層金属シート体７４を配置することにより、以降の製造工程で積層金属シ
ート体７４が下地樹脂絶縁層７１から剥れない程度の密着性が確保される。積層金属シー
ト体７４は、２枚の銅箔７５，７６を剥離可能な状態で密着させてなる。具体的には、金
属めっき（例えば、クロムめっき、ニッケルめっき、チタンめっき、またはこれらの複合
めっき）を介して銅箔７５と銅箔７６とが配置された積層金属シート体７４が形成されて
いる。
【００４１】
　次に、積層金属シート体７４上にシート状の絶縁樹脂基材を積層し、真空圧着熱プレス
機（図示略）を用いて真空下にて加圧加熱することにより、絶縁樹脂基材を硬化させて第
１の樹脂絶縁層２１（図５参照）を形成する。そして、例えばエキシマレーザーやＵＶレ
ーザーや炭酸ガスレーザーなどを用いてレーザー加工を施すことにより、第１の樹脂絶縁
層２１の所定位置にビア穴３３（図５参照）を形成する。次に、各ビア穴３３内のスミア
を除去するデスミア処理を行う。その後、従来公知の手法に従って無電解銅めっき及び電
解銅めっきを行い、ビア穴３３内にビア導体３４（図５参照）を形成する。さらに、従来
公知の手法（例えばセミアディティブ法）によってエッチングを行うことにより、第１の
樹脂絶縁層２１上に導体層２８をパターン形成する（図５参照）。
【００４２】
　また、樹脂絶縁層２２～２７、導体層２８及びＩＣチップ接続端子４１についても、上
述した第１の樹脂絶縁層２１及び導体層２８と同様の手法によって形成し、第１の樹脂絶
縁層２１上に積層していく。なお本実施形態では、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７に
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対しても、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６に対しても、同じレーザー照射条件でビア
穴３３を形成し、同じめっき条件でビア導体３４を形成する。以上の製造工程によって、
基材７２上に積層金属シート体７４、樹脂絶縁層２１～２７、導体層２８及びＩＣチップ
接続端子４１を積層した積層体８０が形成される（図６参照）。なお、積層体８０におい
て積層金属シート体７４上に位置する領域が、多層配線基板１０の配線積層部３０となる
部分である。
【００４３】
　次に、積層体８０から基材７２を除去し、銅箔７５を露出させる。具体的に言うと、積
層金属シート体７４における２枚の銅箔７５，７６の界面にて剥離して、配線積層部３０
を基材７２から分離する（図７参照）。
【００４４】
　そして図８に示されるように、配線積層部３０（第１の樹脂絶縁層２１）の下面上にあ
る銅箔７５に対してエッチングによるパターニングを行うことにより、第１の樹脂絶縁層
２１における下面に母基板接続端子４５を形成する。次に、第１の樹脂絶縁層２７上に形
成された複数のＩＣチップ接続端子４１上に、ＩＣチップ接続用の第１主面側はんだバン
プ４２を形成する。具体的には、図示しないはんだボール搭載装置を用いて各ＩＣチップ
接続端子４１上にはんだボールを配置した後、はんだボールを所定温度に加熱してリフロ
ーすることにより、各ＩＣチップ接続端子４１上に第１主面側はんだバンプ４２を形成す
る。同様に、第１の樹脂絶縁層２１に形成された複数の母基板接続端子４５上に、第２主
面側はんだバンプ４６を形成する。その結果、多層配線基板１０（配線積層部３０）が完
成する。なお、この時点で、配線積層部３０には、第２主面３２側が凸となる反りが生じ
ている（図９参照）。
【００４５】
　また、スティフナ５１を作製し、あらかじめ準備しておく。なお開口部５５は、スティ
フナ５１に対して座繰りカッター、メカニカルドリル、パンチング装置、ＹＡＧレーザー
、炭酸ガスレーザー等を用いて孔あけ加工を行うことにより、所定位置にあらかじめ形成
される。
【００４６】
　次に、多層配線基板１０とスティフナ５１とを位置決めした状態で、配線積層部３０の
第１主面３１にスティフナ５１を接合する（図９参照）。詳述すると、まず、多層配線基
板１０を図示しない支持部材によって支持する。次に、スティフナ５１の接触面５２に接
着剤５０を塗布した状態で、第１主面３１上にスティフナ５１を配置し、接触面５２を第
１主面３１に接触させる。この状態で、例えば１５０℃程度で加熱処理（キュア）を行っ
て接着剤５０を固化させれば、加熱処理後に接着剤５０が室温まで冷却されるとともに、
スティフナ５１が第１主面３１に対して接着剤５０を介して接合固定される（図２参照）
。なお、スティフナ５１の接合後の冷却時において、配線積層部３０は第１主面３１側に
反るようになる。
【００４７】
　その後、配線積層部３０のチップ搭載領域４３にＩＣチップ６１を載置する（図９参照
）。このとき、ＩＣチップ６１側の面接続端子６２と、配線積層部３０側の第１主面側は
んだバンプ４２とを位置合わせするようにする。そして、加熱して各第１主面側はんだバ
ンプ４２をリフローすることにより、面接続端子６２と第１主面側はんだバンプ４２とが
接合され、配線積層部３０にＩＣチップ６１が搭載される。なお、ＩＣチップ６１の接合
後の冷却時において、配線積層部３０はさらに第１主面３１側に反るようになる。その結
果、配線積層部３０の第２主面３２側が凸となる反りが矯正される。この後、開口部５５
内にアンダーフィル材６３となる熱硬化性樹脂を充填しかつ熱硬化させる。
【００４８】
　従って、本実施形態によれば以下の効果を得ることができる。
【００４９】
　（１）本実施形態の多層配線基板１０によれば、配線積層部３０が、第１の樹脂絶縁層
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２１，２５，２７と、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７よりも熱膨張係数が小さいビル
ドアップ材によって形成された第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６とによって構成されて
いる。よって、樹脂絶縁層２１～２７の全てが第１の樹脂絶縁層である場合と比較して、
配線積層部３０の熱膨張係数が小さくなる。これに伴い、配線積層部３０の熱膨張係数が
ＩＣチップ６１やマザーボードの熱膨張係数よりも大きい本実施形態においては、樹脂絶
縁層２１～２７の全てが第１の樹脂絶縁層である場合と比較して、配線積層部３０とＩＣ
チップ６１との熱膨張係数差や、配線積層部３０とマザーボードとの熱膨張係数差が小さ
くなる。その結果、熱膨張係数差に起因する熱応力の影響が軽減されるため、配線積層部
３０とＩＣチップ６１との接続部分や、配線積層部３０とマザーボードとの接続部分にお
けるクラックの発生を防止することができる。
【００５０】
　さらに本実施形態によれば、第２の樹脂絶縁層が、第２の樹脂絶縁層２４の第１主面３
１側の領域Ａ１よりも第２の樹脂絶縁層２４の第２主面３２側の領域Ａ２に多く配置され
、領域Ａ２に占める第２の樹脂絶縁層２２～２４の厚さの比率が、領域Ａ１に占める第２
の樹脂絶縁層２４，２６の厚さの比率よりも大きくなっている。その結果、配線積層部３
０の第２主面３２側（領域Ａ２）の熱膨張係数が配線積層部３０の第１主面３１側（領域
Ａ１）の熱膨張係数よりも小さくなるため、配線積層部３０の熱膨張係数がマザーボード
の熱膨張係数よりも大きい本実施形態においては、領域Ａ２の熱膨張係数をマザーボード
の熱膨張係数に近付けることができる。よって、配線積層部３０とマザーボードとの熱膨
張係数差がよりいっそう小さくなるため、熱膨張係数差に起因する熱応力の影響がよりい
っそう軽減される。その結果、一般的にマザーボードとの接続面積が大きく、アンダーフ
ィル材などが存在しないためにクラックが発生しやすい部分（配線積層部３０とマザーボ
ードとの接続部分）において、クラックの発生を確実に防止することができる。ゆえに、
歩留まりが高くなり、多層配線基板１０の信頼性が向上する。
【００５１】
　（２）本実施形態では、敢えて第２主面３２側が凸となる反りが生じている配線積層部
３０（図９参照）を作製している。このため、配線積層部３０の熱膨張係数がＩＣチップ
６１の熱膨張係数よりも大きい本実施形態においては、ＩＣチップ接続端子４１にＩＣチ
ップ６１を接続した際に、ＩＣチップ６１の材料と配線積層部３０の材料との熱膨張係数
差に起因する熱応力の影響を受けて、配線積層部３０が第１主面３１側に反るようになる
。その結果、配線積層部３０の第２主面３２側が凸となる反りが矯正される。よって、Ｉ
Ｃチップ６１の接続後に反りのない多層配線基板１０を作製することができる。
【００５２】
　なお、本実施形態を以下のように変更してもよい。
【００５３】
　・上記実施形態の配線積層部３０では、領域Ａ１に第２の樹脂絶縁層２６全体と第２の
樹脂絶縁層２４の上半分とを配置するとともに、領域Ａ２に第２の樹脂絶縁層２２，２３
全体と第２の樹脂絶縁層２４の下半分とを配置することにより、領域Ａ２に占める第２の
樹脂絶縁層２２～２４の厚さの比率を、領域Ａ１に占める第２の樹脂絶縁層２４，２６の
厚さの比率よりも大きくしていた。しかし図１０に示されるように、領域Ａ１に第２の樹
脂絶縁層２２１の上半分のみを配置するとともに、領域Ａ２に第２の樹脂絶縁層２２２全
体と第２の樹脂絶縁層２２１の下半分を配置することにより、領域Ａ２に占める第２の樹
脂絶縁層２２１，２２２の厚さの比率を領域Ａ１に占める第２の樹脂絶縁層２２１の厚さ
の比率よりも大きくした配線積層部２３０であってもよい。また図１１に示されるように
、領域Ａ２に第２の樹脂絶縁層３２１を配置する一方、領域Ａ１に第２の樹脂絶縁層を配
置しないことにより、領域Ａ２に占める第２の樹脂絶縁層３２１の厚さの比率を領域Ａ１
に占める第２の樹脂絶縁層の厚さの比率よりも大きくした配線積層部３３０であってもよ
い。なお、配線積層部３３０では、第２の樹脂絶縁層ではなく、第１の樹脂絶縁層３２２
が基準樹脂絶縁層として用いられている。
【００５４】
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　・上記実施形態の配線積層部３０では、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７の厚さと第
２の樹脂絶縁層２２～２４，２６の厚さとが互いに等しくなっていた。しかし、例えば図
１２に示されるように、第１の樹脂絶縁層１２１，１２２，１２３の厚さと第２の樹脂絶
縁層１２４の厚さとが互いに異なる配線積層部１３０であってもよい。なお、第２の樹脂
絶縁層１２４の厚さは、例えば、第１の樹脂絶縁層１２１～１２３の厚さの１．２倍以上
２．０倍以下であることが好ましい。図１２に示す配線積層部１３０では、第１の樹脂絶
縁層１２１～１２３の厚さがそれぞれ４０μｍに設定され、第２の樹脂絶縁層１２４の厚
さが６０μｍに設定されている。
【００５５】
　・上記実施形態では、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６が無機材料としてガラスフィ
ラー２９を含有する一方、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７は無機材料を何ら含有して
いなかった。しかし、第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７に無機材料を含有させるととも
に、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６に第１の樹脂絶縁層２１，２５，２７よりも多量
の無機材料を含有させるようにしてもよい。
【００５６】
　・上記実施形態の第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６は、ガラスフィラー２９を無機材
料として含有していたが、その代わりにガラスクロス（無機繊維クロス）を無機材料とし
て含有させてもよい。このようにすれば、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６全体の熱膨
張係数が大きく低下するため、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６を形成するビルドアッ
プ材の熱膨張係数をさほど小さくしなくても済む。なお、第２の樹脂絶縁層２２～２４，
２６にガラスクロスを含有させる場合、ビルドアップ材としての機能（他の樹脂絶縁層と
の密着性、導体層２８同士の絶縁性）を持たせるためには、一定量の樹脂絶縁材料を確保
する必要がある。よって、第２の樹脂絶縁層２２～２４，２６は、ガラスクロスの厚さ分
（１５μｍ程度）だけ厚くなる。
【００５７】
　・上記実施形態では、スティフナ５１の熱膨張係数（約１６ｐｐｍ／℃）が配線積層部
３０の熱膨張係数（２２ｐｐｍ／℃）よりも小さくなっており、第２の樹脂絶縁層が領域
Ａ１よりも領域Ａ２に多く配置されていた。しかし、スティフナ５１の熱膨張係数が配線
積層部３０の熱膨張係数よりも大きい場合、領域Ａ１に配置される第２の樹脂絶縁層の枚
数を増やしてもよい。なお、スティフナ５１は省略されていてもよい。
【００５８】
　・上記実施形態では、複数の樹脂絶縁層２１～２７に形成されたビア導体３４は、いず
れも第２主面３２側から第１主面３１側に向かうに従って拡径した形状を有していたが、
これに限定されるものではない。複数の樹脂絶縁層２１～２７に形成されるビア導体３４
は同一方向に拡径した形状であればよく、第１主面３１側から第２主面３２側に向かうに
従って拡径した形状を有していてもよい。
【００５９】
　・上記実施形態において、第１の樹脂絶縁層２７の表面及び第１の樹脂絶縁層２１の下
面の少なくとも一方を、ソルダーレジストによってほぼ全体的に覆うようにしてもよい。
なお、第１の樹脂絶縁層２７の表面を覆うソルダーレジストの所定箇所には、ＩＣチップ
接続端子４１を露出させる開口部が形成され、第１の樹脂絶縁層２１の下面を覆うソルダ
ーレジストの所定箇所には、母基板接続端子４５を露出させる開口部が形成される。
【００６０】
　・上記実施形態の配線積層部３０は、７層の樹脂絶縁層２１～２７を積層することによ
って構成されていたが、６層以下の樹脂絶縁層によって構成されていてもよいし、８層以
上の樹脂絶縁層によって構成されていてもよい。
【００６１】
　次に、前述した実施形態によって把握される技術的思想を以下に列挙する。
【００６２】
　（１）上記手段１または２において、前記第１の樹脂絶縁層の厚さと前記第２の樹脂絶
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縁層の厚さとが互いに異なることを特徴とする多層配線基板。
【００６３】
　（２）技術的思想（１）において、前記第２の樹脂絶縁層の厚さは、前記第１の樹脂絶
縁層の厚さの１．２倍以上２．０倍以下であることを特徴とする多層配線基板。
【００６４】
　（３）上記手段１または２において、前記第１の樹脂絶縁層の厚さと前記第２の樹脂絶
縁層の厚さとが互いに等しいことを特徴とする多層配線基板。
【００６５】
　（４）上記手段１または２において、前記第１の樹脂絶縁層及び前記第２の樹脂絶縁層
の厚さは、２５μｍ以上４５μｍ以下であることを特徴とする多層配線基板。
【００６６】
　（５）上記手段１または２において、前記第１主面側に、前記複数のＩＣチップ接続端
子を露出させる開口部が貫通形成されるとともに、平面視で全体として枠状をなす補強材
が接合され、前記開口部内にアンダーフィル材が充填されていることを特徴とする多層配
線基板。
【符号の説明】
【００６７】
１０…多層配線基板
２１，２５，２７，１２１，１２２，１２３…樹脂絶縁層としての第１の樹脂絶縁層
３２２…樹脂絶縁層及び基準樹脂絶縁層としての第１の樹脂絶縁層
２２，２３，２６，１２４，２２２，３２１…樹脂絶縁層としての第２の樹脂絶縁層
２４，２２１…樹脂絶縁層及び基準樹脂絶縁層としての第２の樹脂絶縁層
２８…導体層
２９…無機材料及び無機フィラーとしてのガラスフィラー
３０，１３０，２３０，３３０…積層構造体としての配線積層部
３１…第１主面
３２…第２主面
３４…ビア導体
４１…ＩＣチップ接続端子
４５…母基板接続端子
５１…補強材としてのスティフナ
６１…ＩＣチップ
Ａ１…仮想線と第１主面に属する線分との間の領域（基準樹脂絶縁層の第１主面側の領域
）
Ａ２…仮想線と第２主面に属する線分との間の領域（基準樹脂絶縁層の第２主面側の領域
）
Ｌ…仮想線
Ｌ１…第１主面に属する線分
Ｌ２…第２主面に属する線分
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